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令和８年度米百俵プレイスミライエ長岡東館企画展運営業務委託仕様書 

 

１ 業務名  

令和８年度米百俵プレイスミライエ長岡東館企画展運営業務委託 
 
２ 業務目的 

長岡市は、明治 39（1906）年４月１日に市制を施行し、市制施行 120 周年を迎えまし

た。また、令和８年４月から新たな総合計画を推進するほか、同年 11 月 14 日には、「米

百俵の精神」が息づく国漢学校跡地に「米百俵プレイス ミライエ長岡」が全館オープン

する予定です。 

この節目に、長岡市の歴史を振り返るとともに、ミライエ長岡のコンセプトである「人

づくり」「産業振興」「イノベーション」をテーマとした未来志向の企画展を開催します。

これにより、多様な人材が集い、交流し、新たな価値を創出するきっかけとなる場づくり

を目指します。 

 
３ 「米百俵プレイス ミライエ長岡」概要 

（１）位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）外観イメージ 
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４ 業務期間 

契約締結日から令和９年３月 31 日までとする。  

 

５ 業務委託金額 

8,000,000 円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

６ 業務内容 

（１）企画展の企画・運営等 

ア 展示内容の企画及びタイトルの検討 

長岡市の歴史を振り返るとともに、「人づくり」「産業振興」「イノベーション」を

テーマとした長岡市の未来志向の取り組みに関して、さまざまな世代に分かりやす

く、かつ興味がわくように展示内容・構成・タイトルを検討し、市と協議のうえ決定

する。長岡市の取り組みについては、市ホームページに掲載されている「長岡市総合

計画（令和８年度～令和 17 年度）」を参考にすること。 

イ 展示に係る業務 

・資料等の選定及び収集 

・展示パネル、その他のコンテンツの作成 

・展示に必要な什器・装飾等の調達 

・会場設営及び撤去 

・展示品の管理 

・著作権等権利関係に必要な手続き 

（２）イベント等の企画・運営 

ア イベント等の企画 

企画展の開催期間中に実施する、来場者を対象にした自由参加型のイベントを企

画する（参加者募集型のワークショップ等の開催も可）。内容・参加費等は市と協議

のうえ決定する。 

イ 運営の役割分担 

会場予約は市が行い、その他の業務は受託者が行う。ただし、参加者募集型のワー

クショップ等を実施する場合、下記業務は市が行う。 

・参加者の申込受付及び決定 

・参加者名簿の作成 

・参加規約の作成及び保管 

（３）チラシデザインの作成 

企画展及びイベント等の開催を周知するためのチラシデザイン（Ａ４版縦・片面）を

作成する。 

（４）打ち合わせ協議等 

市及び関係者と入念な事前打ち合わせを実施する。  

（５）アンケートの実施  

企画展の来場者及びイベント等の参加者を対象としたアンケートを実施し、本事業

における効果検証を行う。 
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７ 企画展概要 

（１）開催期間 

令和８年 11 月 14 日（土）から令和９年２月 28日（日）まで 

（２）展示形態 

展示品を鑑賞できる時間はミライエ長岡の開館時間とし、無人運営を前提にセキュ

リティを考慮した展示形態とする。 

平日・土曜日：午前９時から午後９時まで 

日曜日・祝日：午前９時から午後６時まで 

 

８ 業務実施場所 

企画展は東館１階ミライエホール（別紙１「企画展実施場所」参照）、イベント等は東

館（別紙２「東館施設概要」参照）又は西館の館内で実施すること。 

・「米百俵プレイス ミライエ長岡」東館（長岡市大手通２丁目２番地 14） 

・「米百俵プレイス ミライエ長岡」西館（長岡市大手通２丁目３番地 10） 

 

９ 業務の成果品及び提出期限 

  成果品は市の事前確認を経たうえで期限までに提出すること。 

（１）チラシの電子データ 

   令和８年９月 30日まで（予定）／ＰＤＦ形式その他市が指定する形式 

（２）業務報告書の簡易製本１部及び電子データ（Ａ４版縦） 

   令和９年３月 31日まで／表紙及び本文カラー刷り／ＰＤＦ形式 

 

10 委託料の支払い 

委託料の支払いは、全ての成果品の検査が合格したときに請求することができる。 

 

11 その他留意事項 

（１）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。 た

だし、業務を効率的に行うために必要と思われる業務については、甲と協議のうえ、 業

務の一部を委託することができる。 

（２）発生経費 

   使用料、運搬、保険、交通費等に係る経費など、業務を遂行するにあたり発生する一

切の経費は受託者の負担とする。ただし、ミライエ長岡の会場使用料は不要とする。 

（３）著作権 

本業務により作成された成果品の全ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権

利を含む。ただし、受託者が著作権を有しているものに限る。）は、市に帰属するもの

とする。 

本業務の中で使用する画像などで、既に他の者が所有権、著作権を持つものがある場



 4 / 4 

合には、受託者において承諾を得るとともに、これらに係る必要経費は受託者の負担と

する。 

（４）紛争の処理 

   権利関係の処理に関する紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応し、市は責

任を負わない。 

（５）本業務の実施において、市と随時連絡、協議を行い、業務の円滑な遂行を図ること。 

（６）本仕様書に明記されない事項及び仕様書の内容に疑義が生じた場合、又は本仕様書に

定めのない事項については、市と十分に協議のうえ決定すること。 

 

 

 

 














































